
　Ⅰ．はじめに
　

　メコン河は４８００キロ，４５００キロとも云われる世界

１０指に入る長さを持ち，アマゾン河・コンゴ河につ

ぐ植物と動物の多様性を保持する大河であり，常に

その地域に住む人たちにとり，食料・水・交通の中

心的役割を果たしてきた．２１世紀を迎えてこの地域

は急速に変化しており，河川の利用の仕方も変化し

つつある．この大河は，これからも人々を支え続け

ることができるか，一つの国で河川開発が計画され

決定された場合，他の国に影響がでるが，どのよう

に河の恵みを分かち合えばよいのであろうか．１９９５

年に，自然資源の共有に関する発展途上国の協定の

中で最も強力と云える「メコン河流域の持続的開発

に関する協力協定」（以下９５年協定と呼ぶ）が調印

され，流域に住む人々の生活を支えるための河川資

源を保っていくことの重要性が説かれた．この地域

で数え切れない，メコン河に様々な影響を与える決

定が各国政府によってなされてきたし，これからも

なされるであろう．９５年協定は，メコン河から最も
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　メコン河は中国，ミャンマー，ラオス，タイ，カンボジア，ベトナム，の６ヵ国を流域とする国際河川であり，その流域に住む

人々は，東西冷戦，ベトナム戦争，カンボジア内戦，国境紛争などがもたらした長い戦乱で深い傷を負ってきた．その結果として

この地域は世界でもっとも貧しい地域の一つになっている．幸いなことに，政局の変化がもたらした状況の安定化を受けて，関係

国の思惑，期待を調整することに伴う多くの困難を乗り越え，超大国である中国と現在も西側世界から隔絶しているミャンマーを

除き，１９９５年４月５日に下流４ヵ国が新たな協力協定を結びメコン河委員会として再出発した．本稿は協定にいたる経緯，メコン

河委員会の組織，現在の活動，今後の展開を，メコン河流域の姿を概括するとともに述べる．さらには，メコン河委員会の枠組み

の外でも様々な事業が進行しており，それと現在どう関わっているのか，協定の限界は何かについて記述する．メコン河流域の水

を軸とした持続的な発展について，その自然環境，社会環境とそこに住む人々に思いを致しながら，考えるための知見を提供する

ものである．

　キーワード：メコン河，持続的開発，紛争回避，環境保全
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多くの恩恵を得るための方策を探すためのものであ

り，それらの恩恵を全ての国々で分かち合うことを

求めている．人口の伸びと産業化の波は，政府が選

ぶと選ばないと係わり無く，まだ，豊かな自然が残

されているメコン河に開発が起こることを示してお

り，可能な限りの最適な戦略が必要なことを意味し

ている．そういう事柄は先進国にあてはまり開発途

上国では事情が違うのではないかという観点もある

かもしれないが，それぞれ独立した流域国，また自

由度をもった民間の活動，援助国，援助機関，市民

社会などのすべてのメコン河委員会を支援しようと

する意志が将来戦略を支えており，流域の安定に向

けての長い道のりである．例えば，メコン河の長さ

が曖昧なままであることは，科学技術的調査の適応

の未熟に加えて，流域国の合意の難しさを象徴して

いる．短い時間に将来戦略を考えるための費用は嵩

むかもしれないが，メコン河委員会のような機関は，

生命を支えるのに必要なもっとも重要な資源の一つ

「水」をめぐる紛争を回避するための投資であるとご

理解をいただきたい．メコン河委員会加盟国は，９５

年協定によって第一歩を踏み出した．この難しくは

あるが，意義深い道をさらに進むため，加盟国のさ

らなる協力に対する強い意志が示されることを著者

は期待している．

　Ⅱ．メコン河委員会の経緯と組織
　

　メコン河委員会は，１９９５年４月５日，タイのチェ

ンライでメコン河下流域の４カ国（タイ，ラオス，

ベトナム，カンボジア）政府が署名調印した「メコ

ン河流域の持続的開発に関する協力協定」（９５年協

定）に基づき設立された地域レベルの国際機関であ

る．その前身は１９５７年に国連アジア極東経済委員会

（�����，現在の�����，国連アジア太平洋経済

社会委員会）内にあったメコン河下流域調査調整委

員会（以下旧メコン委員会と呼ぶ）であった．これ

は��������の監督下にあり，事務局長は国連派

遣職員であった．カンボジアは１９５７年以来メコン委

員会のメンバーであったが，１９７５年４月１７日にプノ

ンペンに入ったポルポト政府により１９７７年に脱退し

た．翌年１９７８年１月５日，残りの３ヵ国は暫定メコ

ン委員会を形成し，協力を継続した．ベトナムは消

滅した南ベトナムに変わりベトナム社会主義共和国

が参加．１９８０年代，タイの経済は急速に発展し，ラ

オスやベトナムにおいてもいくらかの進展があった．

カンボジアは国内の障害に直面していたが，１９９１年

１０月２３日に調印されたカンボジア和平パリ協定を受

け，４ヵ国間での協力の枠組みの協議が重ねられ，

１９９５年の調印にいたった．　その間１９９２年には，タ

イ政府のタイ東北部へのメコン河からの導水計画に

ついて，暫定メコン河委員会の枠組みの中で下流国

の同意を得ながら検討することを提案した事務局長

をベトナム寄りであると激しく避難し，罷免を求め

たタイ政府の行動があった．９５年協定はメコン河委

員会がもはや国連の一機関でなく，カンボジア，ラ

オス，タイ，ベトナムの４ヵ国の手による国際機関

と位置づけている．事務局長を４ヵ国がその役回り

を規定し公募で選出することになった．１９９５年９月，

農林水産省出身の的場泰信氏が初代事務局長に就任

（１９９９年８月離任）．１９９５年１１月にはベトナムで開催

された公式会合にミャンマー，中国がオブザーバー

参加．事務局は１９５７年から１９９８年７月までタイのバ

ンコクをその所在地としてきたが，１９９６年１０月の理

事会の決定を受け，１９９８年７月からカンボジアのプ

ノンペン市に事務局を移した．５年後にプノンペン

からビエンチャンに事務局を変えるということも既

に１９９６年に理事会で決められてはいたが，２００３年６

月の臨時理事会で２００４年６月末までのビエンチャン

への移転が決定された．移転費用はラオスが当座，

立て替えることにしている．１９９９年９月より２００３年

９月まで事務局長はジョーン・クリステンセン氏（デ

ンマーク人）であった．現在，次期事務局長を人選

中である．

　メコン河委員会は，９５年協定に基づき３つの組織

で構成されている．最上位には委員会の政策決定を

行う理事会（�������）が置かれ，理事として各国閣

僚が一名づつ任命されている．理事会の議長は毎年

７月から翌年の６月までの１年任期で各国が持ち回

り担当する．理事会は毎年１１月頃（２０００年洪水後，

洪水期を避けるようになった）に議長国で開催され，

２００３年はプノンペンで開催予定である．理事会の下

には合同委員会（�������������		）が設置され，理

事会へ挙げる政策案件を協議，検討，提出すると共

に理事会の決定した諸施策の実行をその任務とする．

各国の局長級で構成され，議長は理事会同様各国の

持ち回りである．会議は毎年３月及び７月に開催さ

れる．政策の実行に当たり，具体的な活動の実施を

担当するのが，事務局（�����������）である．メコ

ン河委員会事務局（��������	
�����	��	�������

������������	
�）は，事務局長（���）をトップに

一般職も入れて約１２０名で，年間事業費は約１５億円，
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運営費はその約２０％である．また加盟４ヶ国には，

それぞれ国内メコン河委員会（���������	
�����

���������）が置かれ，旧メコン委員会の時代から

����と理事会及び合同委員会や，各国関係政府機

関との連絡調整に当たっている．この他，資金供与

国（デンマーク，ドイツ，スイス，日本など）及び

国際機関（����，世銀など）により構成されてい

る援助評価グループ（�����������	
�
��������

（���））があり，通常，理事会開催直後に会合が持

たれている．日本は，現在この���の一員であり，

外務省や農水省を通じた無償資金協力と����専門

家や����調査団を派遣する技術協力を行っている．

　メコン委員会の歩みは，戦争・紛争とともにあっ

た．ここで，インドシナ・タイの歴史をふり返りた

い（参照－１）．この経緯に明らかなように，関係国

間の国民感情は必ずしも良好とはいえないし，流域

協力に対してのタイの熱意は今ひとつと思うことが

多い．そこに協力の意志として「メコン・スピリッ

ツ」を謳いながらも調整の難しさが内在している．

　Ⅲ．１９９０年からの交渉と９５年協定
　

　１９９０年代，中国はランツアン河（メコン河上流の

中国内の名前）に大ダム建設を始めた．中国とミャ

ンマーはメコン委員会に加盟していなかったが，下

流国は１９８０年代に中国・ミャンマーを招き入れよう

とした．ラオスはメコン河の支川に水力発電の建設

を行いつつあり，タイは，メコン河から乾燥地域で

あるタイ東北部イサーン地方への導水計画を考えて

いた．ベトナムは，１９８０年代にメコンデルタを世界

でも有数の稲作地帯に改変し，１９９０年代にタイのメ

コン河からの導水により乾期の流量減少が起こりコ

メの生産を脅かすとして憂慮を示した．カンボジア

は，１９９０年代初期，数十年に渡る政治経済の混乱か

ら立ち直りつつあり，メコン河の水資源・自然資源

は発展のための重要な要素と考えた．ミャンマーは

依然として無関心であった．ここに，①どれだけの

水が各国の権利であるか．②どこから水を取るか．

③一年の内，いつ水を使うか．④どのように水を使

うか．という４つの大きな課題があった．

　国際間の水配分を決めることは，解決を強力に導

く中心的な機関が存在しなければ，非常に困難であ

る．冷戦終了を受け，タイとベトナムはより大きな

地域協力をすすめる上でメコン河の協定を結びたい

と考えた．中国のダム建設により乾期流量の飛躍的

な増加が期待された．国際的な開発支援も期待でき

る．９５年協定は一般的な基準や手続きを規定した枠

組みであるが，将来，水配分の決定に大きな影響を

及ぼす．また，同協定は終わりではなく，むしろ交

渉の始まりといえる．協定を持つことの各国の共通

利益としては，乾期の公平な水配分の保障，友好関

係の保持，外国援助の確保などがある．

　メコン河の交渉は多くの国々・事柄と背後に潜む

利益，力のバランスが違う国々，熟練した交渉者と

不慣れな交渉者，不完全な知識や情報，イデオロ

ギーや政治的な紛争が過去に繰り返されたことなど，

たいへん複雑で困難であった．１９９０年代にメコン協

定を再交渉に導いた環境の変化としては，以下があ

げられる．メコン河下流本川の大貯水池建設がもは

や，現実性を持たなくなってきた．一方，中国は大

規模水力発電の建設を始めた．タイは国際援助から

卒業しつつあった．旧メコン委員会は１９５７年にフラ

ンス植民地時代直後に創設されたが，インドシナの

共産化の広がりとともにその機能を停止した．ヨー

ロッパ人の手による暫定メコン委員会（１９７８年）は，

海外の支援をもとめるチャンネルであった．１９９０年

代，冷戦の終了と大ダム建設に逆風が吹く時代を迎

えた．

　流域国の１９９０年代当初の状況を国別に述べると，

「ベトナム」については，メコンデルタはベトナム全

土の１２％（３９０万���），人口の２０％を占め，国内の

５０％のコメを生産．セサン川・スレポック川といっ

た中央高原は，水力発電の可能な土地．����と世

銀によるとベトナムの乾期の水需要量は供給可能量

を上回っている．乾期かんがいにより取水量が増え

ると塩水遡上が大幅に進む．「タイ」については，コ

ン・チー・ムン計画とメコン・チャオプラヤ導水計

画の２つの大きな導水かんがい計画を考えていた．

コン・チー・ムン計画はメコン河から取水してチー

川・ムン川に導きそれを再びメコン河に合流させる

というもの．メコン・チャオプラヤ導水計画はメコ

ン河，そしてタイ国内のメコン河支川のコク川・イ

ン川という３つのうちの少なくとも一つからチャオ

プラヤ河の支川であるナン川かヨム川に導水しよう

とするものである．����の開発調査も行われてい

る．「ラオス」については，貧しく，人口が少ない．

近い将来に農業や産業の成長があまり期待できない．

一方，水力発電のポテンシャルが大きく，電気をタ

イに売り豊かになりたいと考えていた．ラオスとタ

イの１９９３年６月の協定では２０００年には１，５００��の

電気をタイに送るとしている（その後１９９６年６月，
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２００６年までにさらに１，５００��の合計３，０００��送

るとしたが，１９９７年の経済危機後，１９９８年に見直し

を 行 い２００６年 ま で に１，６００��，２００８年 ま で に

１，７００��送るとしている）．ラオスは民間活力導

入に政策を変えていて，１，０７０��のナムトゥン２

計画，２１０��のナム・ヒンブン計画，１５０��の

フォイ・ホー計画などを持っていた．しかし，タイ

電力庁（����）が唯一の購入者でもあるため，タ

イは電力購入と発電についていくつもの代替案を

持っていた．そのため，①電力を高く売れない．②

���プロジェクト（�������������	
�����	����：卸

売電力事業）の好条件を得るための交渉が難しい．

③環境運動の高まりの中で反水力発電の声が大きく

なる．の３つの難題に直面していた．「カンボジア」

については，戦争の数十年，社会を国外に向かって

閉ざしてしまって，脆弱な政治機構と経済基盤しか

もたなかった．タイのチャオプラヤ流域，ベトナム

のメコンデルタを凌駕するほどの潜在力を持つ東南

アジアの中でもっとも農業生産が期待できるところ

であるが，農業の経験，組織，水利用のインフラが

欠如していた．メコン河本流および支川に水力発電

のポテンシャルを持っているが，タイへの電力輸出

を考えるには少し距離がある．「中国」については，

ランツアン河（メコン河上流中国名）に１５余の水力

発電計画を持ち，ポテンシャルは２１，０００��に上

る．９５年までにマンワンダム（１，５００��，総貯水量

９億２千���）とダチャオシャンダム（１，３５０��，総

貯水量８億８千万���）の２つの水力発電のダムが本

流に完成しており，さらにシャオワンダム

（４，２００��，総貯水量１５１億３千万���）の建設が始

められており，ジンホンダム（１，５００��，総貯水量

１０億４千万���）の資金支援をアジア開発銀行（���）

に働きかけていた．また，ヌオザドウダム

（５，５００��，総貯水量２４６億７千万���）の計画が進

められている．電力は雲南省地域で消費するほか，

将来的にはタイへの輸出を考えている．上記の５つ

の貯水池により４２０億���余の貯水能力を持つ．雲南

省は灌漑の需要が少ないので，メコン河下流域の乾

期流量の増大がもたらされる．上記の様相は下流国

の交渉に際して次の２点の中心議題を提供する．ひ

とつは，現在の乾期流量の配分と将来の追加的な余

剰水の配分である．もうひとつには下流国が乾期に

供給可能量を大きく上回る水需要を抱えていること

である．

　１９９２年から１９９５年までの交渉においてはいくつか

の点で紆余曲折があり，カンボジア，ベトナム，ラ

オスは，タイ抜きで第２次暫定メコン委員会の設立

を図る動きも見せた．それでは，４ヵ国の協定が締

結に至らなかった場合どのような損失があるか．協

定が失敗すると，世銀や���などの資金援助機関

の活動が困難あるいは不可能になりメコン河に関係

した国際援助がひきあげられ国際支援が得られない．

水配分・水利用は慣例的な水法によってとりおこな

われることになり，協力した開発や納得するに足る

信頼の置けるデータや情報による協力の仕組みが無

くなって水資源管理ができない．個別事業をめぐっ

ての水紛争の緊張が高まる，貿易・安全保障といっ

た他の外交政策との結合に支障がでる，冷戦後にメ

コン河協力が失敗することは各国の立場・信用を損

ねかねないなど外交政策の頓挫を導く．

　４ヵ国それぞれの損失として，「ベトナム」につい

ては，メコンデルタの３月から４月までの流量は，

毎秒２，０００��足らずで，塩水遡上を押さえるのに毎

秒１，５００��は必要と云われており，協定がなければ，

ベトナムは上流国の慈悲にすがるのみでその利益は

危機にさらされる．「タイ」については，１９９０年代既

に東北地方でメコン河支川の開発をほぼ終わってい

たため，逆に，メコン河本川が新たな水を獲得する

場になっていた．タイは９５年協定がなくても困らな

いが，タイ外務省は協議の場を設けておくことで，

国際法の義務を全うすることが出来ると考えた．ベ

トナムは乾期のメコン河の水のほとんどを使ってい

るらしいし，タイは中国のダムによる新たな乾期の

余剰水の大部分を自国に分流する用意を調えている

らしい．その周辺環境の中で「カンボジア」は，農

業生産性の高い国になれる潜在力を持っているもの

の，他国と比べて，人口，経済力，軍事力が非力で

あるし，タイやベトナムに対して条件を突きつける

ほど強国でない．カンボジアは明確な基準と手続き

に基づいた水配分を行えるメコン河の協力が必要で

あると考えた．「ラオス」については，主にタイで計

画されていたメコン河本流からの分流について，乾

期の舟運に影響を与えるし，洪水時にはどうなるの

だろうと懸念を持っていた．ラオスは，水配分につ

いてカンボジアやベトナムほど脆弱ではなかった．

　４ヵ国はメコン河委員会の枠組みに重要な外交意

義を見いだしていた．貿易や投資を増やそうという

経済的な動機もある．より親密な４ヵ国の経済政治

関係の構築は流域及び流域外の超大国の対抗勢力と

なる．ベトナムとタイの政治指導者は交渉が暗礁に
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乗り上げるたびに介入して交渉のプロセスが続くよ

うにした．タイとカンボジア及びラオスとの関係は，

１８００年代から両国は，ベトナムとの間の緩衝地帯に

なってきており，タイは両国に対して，よりタイの

影響下にあるようにその関係強化を図ってきた．タ

イの非妥協的態度がメコン河をめぐる交渉を阻害す

るようなことがあると，両国はタイから離れていっ

てしまう．これを避けたいとの思いはタイに強かっ

た．タイとベトナムはメコン河協力の枠組み内での

国際援助に対する依存度は低いが，カンボジアとラ

オスは国際援助を受ける上で重要な要素としてメコ

ン河の協力に頼っているところがあった．

　以下，４ヵ国それぞれの交渉当事者を紹介する．

「タイ」については，交渉の過程で３つのレベルの機

関があった．首相が座長を務める２１名の大臣級の会

議，エネルギー開発庁の主催する委員会，常設のタ

イ国内メコン委員会（����）．である．����事

務局は１９５０年代首相府の中の国家エネルギー庁

（���）がもっぱら水力発電の早期完成を支援する

ことで務めてきた．１９９０年代になって���が改変

されエネルギー開発庁（����）が，現在では２００２

年の省庁再編を受け自然資源環境省水資源局が

����事務局を務めている．当時，����は水とエ

ネルギーに関する唯一の組織ではなかった．タイ電

力庁（����）がタイ国内の水力発電開発と周辺国

からの電力輸入を担当していた．王立灌漑局（���）

が最大の水関係機関であった．タイの代表は主に

����と外務省の役人によって構成されていた．外

務省は際だった交渉能力と外交理解を持っていて，

タイ代表はもっとも能力の高い集団であった．何名

かは法律の訓練を受けてきたし，英語も堪能であっ

た．タイ政府は交渉に相当な予算・人材を割いてき

た．「ベトナム」については，１９９５年以前ベトナム国

内メコン委員会（����）が，水資源省（���）

の中にあった．１９９５年以降，水資源省が改組され，

農業及び地方開発省（����）になった．����は

８つの省と中央計画庁より構成される１１名のメン

バーよりなり，各省の副大臣クラスによる����

運営委員会の話し合いが数多くもたれた．１９９２年か

ら１９９５年にかけての交渉では，ベトナムの努力は多

くが水資源省と外務省の役人によって成された．

「ラオス」については，ラオス国内メコン委員会

（����）を６つの省から７人のメンバーで構成し，

交渉の中で活発な役割を果たした．「カンボジア」に

ついては，１９９１年から１９９３年までカンボジア最高国

民評議会（���）が担当し１９９３年以降はカンボジア

王国政府，中でもカンボジア国内メコン委員会

（����）が担当したが彼らは新しく脆弱な代表で

あった．その目的は，一刻も早くメコン河協力の枠

組みの中に入ることであって，それは立場を弱くし，

交渉をうまく進めるのを困難にした．

　１９９５年４月５日に９５年協定は締結された．第５条，

６条には参加国の妥協の後がある（参照－２）．５条

は，タイの水資源開発活動の制限を最小化するよう

に，６条はデルタの最小流量を保障するというベト

ナムを守るように作成された．乾期水位はラオス，

カンボジア，ベトナムの舟運の確保と，上流開発が

トンレサップ湖の水文現象を変化させないよう保障

された．

　４ヵ国それぞれの外交政策の成功と国際援助に対

する期待について，「タイ」に関しては，タイとベト

ナムの友好関係を向上させカンボジア復興を支援し，

タイのカンボジア・ラオスへの影響力強化，貿易・

投資・安全保障の強化，並びに自国の水資源開発の

ための援助資金獲得があげられる．タイは，５条を

援助機関の支援の保障と読んだ．また，メコン河を

通じた国際援助を利用することに関心はもたなかっ

たが，他の開発援助について，２国間，多国間と問

わず関心があった．６条は，タイが中国のダム建設

による余剰水を利用するという権利と交換にメコン

河の自然の乾期流量を確保することに同意した結果

である．「ベトナム」に関しては，水資源管理即ち水

の配分は最下流の国ベトナムにとって重要課題であ

り，メコン地域連携のための枠組みを設定し，タイ

とベトナムの関係改善をはかり，カンボジアを地域

の中に迎え入れるといった期待があった．「カンボ

ジア」に関しては，カンボジアは国際援助を第一に

考え，援助を要請する資源の一つとしてメコン河に

期待しており，国際社会の一員に復帰することを

願った．そこで，５条をきびしく適応する方向には

ためらいがあった．「ラオス」に関しては，ラオスは

カンボジアと同様，メコン河を通じた国際援助を考

えていたが，地理的な位置が幸いして，水に関係し

た制約を持たなかった．

　９５年協定はひとつに，基本的な基準・手続き・権

限の所在・組織機構を，次に，流域開発計画・水利

用計画の作成を，そして，事業の要請に対して技術

的決定をするための技術指針・基準を示そうとして

いる．９５年協定以降も関係国は追加的な決まりや手

続き協定を協議していくことに同意しており，残さ
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れた仕事は，ひとつに５条の不明確さの解消である．

交渉者の最終目標は，お互いに容認できるメコン河

の協力の枠組みであり，７条（参照－２）には部分

的な答えがあるが通報は検討や了解をまったく要し

ないのか．支川については，そこから流れが集まっ

てくるわけだが，支川は協力の枠組み外のことで各

国の自由裁量だといえるのか．５条には概念的に一

貫しないところがあり，タイの支川の流量はタイの

みに属しているが，セコン川はラオスとカンボジア

に，セサン川・スレポック川はベトナムとカンボジ

アに跨っている．国境を跨る支川は完全に一つの国

で扱える訳ではない．次にトンレサップ湖は支川だ

ろうか．その多くの水は洪水期にメコン河から供給

され（メコン河の年間流出量の１０から１５％近くを洪

水期にため込んで），乾期にメコン河に戻す．ベト

ナムは交渉継続の必要性から，タイとラオスはトン

レサップ湖が下流にあるためさしたる問題は無いと，

カンボジアのトンレサップ湖が支川であるという主

張を認めた．９５年協定は，「合理的かつ平等の利用」

と，「環境に悪影響を与えない事」という両者の関係

の説明をまったく用意していない．この関係は特に

カンボジアにとって長い戦争と破壊ののちやっと得

られた将来の水利用の機会を考える上で大変重要で

ある．７条は，環境に悪影響を与えるような事に関

してそれを避け，最小化し，軽減するあらゆる努力

を図ると読める．１９９７年の「国際河川の非航行的利

用のための国連条文」によれば，悪影響を与えない

ことが，合理的で平等の利用を決定するための唯一

の要素であるとのことであるが，具体的な案件を積

み重ねて一つ一つ真摯に対応していくことが唯一の

道のように思える．

　Ⅳ．メコン河流域の自然・社会環境
　

　メコン河下流域は４ヵ国からなっており，それぞ

れ国土面積に占めるメコン河流域の割合はカンボジ

ア８６％，ラオス９７％，タイ３６％，ベトナム２０％と

なっている（表－１）．下流域の面積は約６０万６千

����，人口は６千２百万人で，中国雲南省・ミャン

マーを含むメコン河全体の面積は約７９万５千����で

ある．メコン河流域内の各国の森林の割合は１９９７年

には，ラオス４０％，カンボジア５４％，タイ１６％，ベ

トナム（デルタ）０％，ベトナム（中央高原）４３％

となっている（表－２）．タイは，１９８０年代に森林伐

採がすすんだ．ベトナムのメコンデルタではマング

ローブの回復事業がすすめられていると聞く．メコ

ン河下流域ではモンスーンの影響によって季節毎に

風の方向が変わり，５月から１０月までの夏のモン

スーンは南西からの風で暖かく湿っており，１１月か

ら翌年４月までの冬のモンスーンは北東からの風で

冷たく乾燥している．モンスーンは雨期と乾期の区

別が明確であるが，雨期においてもたいへんにはげ

しい干ばつが起きる場合がある．小さな乾燥期が６

月から７月にかけてあるし，乾期にも雨の降る日が

ある．台風が洪水を引き起こすことがあり，北緯１５

度付近が台風の影響が最も大きい．９月と１０月が台

風のピークシーズンである．メコン河は毎年４５００億

 １８６　解　説 �����������	��
�����������������������������	���
（����）

表－１　���������	
�������
���
������������������	
�����	������	�．



���の総流出量があり，一人一日当たりにすると

２０��である．イラワジイルカ，プラー・ブック（メ

コン大ナマズ），赤頭の鶴などの大型のほ乳類・魚

類，鳥類も生息している．カンボジアのトンレサッ

プ湖は淡水湖であり，乾期には２，５００���，雨期に

は１３，０００���にひろがり，最大の貯水量は８００億���

余りになる（琵琶湖は６７０���，２７５億��）．６０００年あ

まり前，トンレサップ河によってプノンペンの所で

メコン河とつながったと云われている．多様な生物

を保持し，その地域に住む人たちの７５％以上のタン

パク質を提供している．メコン河の洪水を平滑化し

ている，そしてその水を乾期に放出してベトナムに

かんがい用水を供給し塩水の遡上を遮っている．メ

コン河の流況は毎年，乾期と雨期を繰り返し比較的

安定しておりクラチエ，プノンペン（カンボジア），

チャウドック（ベトナム）の水位は年間にそれぞれ

１５�，１０�，４��ほど変動する．流量は平均的には

クラチエで最小が毎秒２，０００��，最大が毎秒５万���

程度である．２０００年にはメコン河水位がプノンペン

で警戒水位を２ヶ月余り上回り，下流ベトナムのタ

ンチャウでは警戒水位を５ヶ月近く上回る事態にな

り，メコン河下流域で死者・行方不明者８００名余，被

害額４００万ドルの大洪水が発生した．引き続いて

２００１年にも死者・行方不明者３００人余，被害額１００万

ドルの洪水が発生した．死者・行方不明者の多くは

子どもであった．著者はカンボジアに住んで，もち

ろん，乱暴なやり方はよくないが，雨期には豊富な

水があり乾期には干ばつになるという土地（表－３）

にとっての貯水池は人類の英知の一つだと最近思う

ことが多い．日本でも行基菩薩や弘法大師といった

仏様にまでなった人たちに率いられた事業はいまも

地域で語り継がれている．アンコール時代には大き

な貯水池が建設され今も残っており，ベトナム戦争

時にアメリカが落とした爆弾の後は池になり農家が

使っている．一方，クメールルージュ時代，十分な

計画もなく強制労働で溜め池や灌漑施設が作られた

とのことで，現在カンボジア政府はその記憶を消す

かのように，施設の改築を進めている．

　この１５年の間に４ヵ国は急速な経済発展をしてき

たが，その一方，下流域の８０％の人々が地方に住み，

農業や漁業に依存しており，貧しい生活を送ってい

る．２０２５年には８５百万人程度に増えることが予想さ

れている．「ソーシャル・アトラス」（メコン河委員

会，２００３年）によると，下流４ヵ国の人口の内，

４２％は，東北タイが占め，ついで３１％がベトナムの

メコンデルタ及び中央高原である．人口密度が高い

地域は，カンボジアのプノンペン，ココン，パイリ

ン，ベトナムのダックラック，中央高原などである．

多くの人が農業で生計を立てているが，第３次産業

の伸びが急速であり女性の雇用が進んでいる．特に

カンボジアのプノンペン，ココン，パイリン，タイ

のコンケンでのサービス産業の伸びが著しい．安全

な水の供給は，東北タイでは９０％の人が確保してい

るがカンボジアでは２５％にとどまっている．乾期の

灌漑の８８％はベトナムメコンデルタで行われている．

１９９９年，東北タイの，一人当たりの���（購買力平

価に直したもの）は，１，５００ドルから４，０００ドルであ

り，タイ全体の６，０００ドルを大幅に下回っている．

一方，同年の，カンボジア，ラオス，ベトナムの国

全体では，１，３６１ドル，１，４７１ドル，１，８６０ドルと

なっている．日本では２２，０００ドル（２００２年）である．

また，２０００年の単純な一人当たりの���は，カン

ボジア，ラオス，タイ，ベトナムそれぞれ，２００ド

ル，３３０ドル，約２，０００ドル，３７０ドルであり，最近

の年成長率はカンボジアが５％（都市に集中してい

る），ラオスが６�－�７％，タイは１９９７年の経済危機
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から持ち直して４％，ベトナムは１９９０年代後半４％

だったが，ここ数年６．５％から７％の高成長をとげ

ている．

　現在，下流域の２２％が稲作地帯になっている．増

え続ける人口を支えるために，各国の食料安全保障

を支えるために，そして，輸出収入を確保するため

に，１９９０年から２０００年までにコメの生産が劇的に増

えた．一部には，耕地面積が増えたことによるが，

大部分は灌漑の広がりと，施肥による収穫の増大に

よる．灌漑用水の需要は，メコン河の支流に貯水池

を建設することにつながり，特に東北タイにはたく

さんの貯水池がすでに存在する．市場に基づくとい

う経済政策がメコン河下流国で取られており，それ

は自然資源の需要を変化させている．例えば，商業

漁業による漁獲高は一年間に１５０万トンから，２００万

トンになっている．メコン河下流域において，農業

はいまだ主要な分野であるが，産業化が国によって

推し進められており，特に，農業加工産業が流域の

農業を支えている．産業化の期待は，水力発電の建

設をもたらしてきた．メコン河下流域の支川には，

現在合計で，約２，６００��の発電容量があり，ラオ

スの１５０��のナムグムダム（１９７１年１２月２日にダ

ム本体を含む一期工事完成），ベトナムの７２０��

のヤリダム（２０００年部分完成），タイの１，０００��の

ラムタコン揚水発電所（２００３年完成）などがある．こ

れらのすべての水力開発が河川のシステムと生態系

に影響を与えており，課題は，開発をもたらす資源

そのものに脅威を与えずにどのように開発を許容し

ていけばよいかにある．

　９５年協定は，異なる国々の間での開発の必要性と

水使用量及び異なる分野間での資源利用と，それら

が今後とも持続して生産的であるために資源の源で

ある生態系保存との調和を見つけることを目指して

いる．上流のラオスとタイの乾燥期の灌漑は，下流

のベトナムにおいて塩水遡上が農地にもたらす影響

を考えなくてはならない．もうひとつの見方は，ベ

トナムのメコンデルタは乾期でも灌漑をやっていて，

３期作の地域を広げたい勢いであるのに対して，タ

イやラオス，カンボジアは乾期には大部分の地域で

水が行き届いていない．他の例として，水力発電所

計画を，漁業や時として過小評価される湿地，野生

生物，など他の価値との調和，整合をはかろうとす

ることである．調和の決定は各国に任されているが，

メコン河委員会の中心プログラムはこの数年間，河

川や生態系の理解に努めており，それらの決定は科

学的に検証された事実によってできるようになって

きた．

　流域にとって重要な課題の一つは，中国の雲南省

のダムの影響である．水文観測ネットワークのメコ

ン河全体への広がりを通して委員会は過去の流量

データの検証を行ってきた．その暫定的なデータに

よると中国からの年間流入量は全体の１６％であり，

もっとも大きくメコン河の全流量に寄与するのは，

左支川のラオスからで約３５％である（表－１）．特に

洪水期のラオスからのものが大きい．一方，乾期に

は，中国からの流量が大きく寄与している．これは，

雲南省のダムの影響が乾期により大きくなることを

意味する．２００２年４月１日にプノンペンのメコン河

委員会事務局ホールで中国政府代表団の参加により

調印式が行われ，メコン河委員会に同年より，雲南

省に設置された２ヶ所の水位観測所からも洪水期の

データが送られて来ることになった．現在，年間を

通じて１時間毎の２４時間データが送られるよう交渉

を続けている．気象衛星のひまわりシリーズしか持

たない日本に比べ，中国は，試験衛星とは言え，す

でに７機の気象衛星を保有し，黄河，揚子江などで

の経験も蓄積されていると聞く．
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　委員会の水質観測は，流れに含まれる土砂量も

測っていて，１５年間にわたるデータによると，多く

の地域で土砂量は減ってきており，土砂が上流の貯

水池，すなわちダムによって遮られてしまうからと

の推定がなされている．１９９３年のマンワンダム完成

後，タイ最北部のチェンセンでは浮遊土砂量（���）

が顕著に減少している．土砂量の変化は生態系，河

岸侵食，豊かなベトナムのメコンデルタにどのよう

な影響を与えるか，さらなる疑問を投げかけるもの

である．ビエンチャンの河岸浸食はかなり進んでき

ており，メコン河の蛇行の影響が大きいとは思われ

るが，対岸のタイとの国境がメコン河の真ん中を

通っていることもあり，ラオスにとってはタイに対

する不信感を誘発しかねない大きな問題となってい

る．また，プノンペンのチャクトムック（４つの顔）

地区はメコン河の上・下流，トンレサップ河，バ

サック河の４つの河が出会う所である．近年，同地

区の埋め立てが進み，対岸のバサック河左岸は浸食

が進んでいる．一方，ベトナムのバサック河河口で

は，堆砂が進んで船の航行に支障を来していると聞

く．メコン河は少なくとも筆者の住んでいる最下流

域では，雨期は茶色く濁っていても，乾期には青く

美しい河である．

　Ⅴ．メコン河委員会の活動
　

　メコン河委員会では，２０００年末に２００１年から２００５

年までの戦略計画をまとめた．そこでは，個々のプ

ロジェクトを実施する方向から加盟国全域に及ぶプ

ログラムを策定し，加盟国１国では対応が困難とさ

れる課題，あるいは１国よりも複数国で取り組むほ

うが得策と考えられる開発テーマへと業務内容を変

え，これをプログラム指向と称している．メコン河

委員会の活動は個別具体の事業実施前までとされて

おり，以後の事業展開は各国に任されている．現在，

コアプログラムとして著者のいる流域開発計画，

����開発調査も関わっている水利用計画，環境計

画，洪水対策（２００３年１１月の理事会で洪水対策もコ

アプロクラムの一つに位置づけられた）の４事業．

部門プログラムとして，舟運，水産，農業灌漑森林，

水資源（水力発電），水文などが動いている．

★流域開発計画（BDP : Basin Development Pro-

gramme）

　９５年協定２条（参照－２）に示されており，航行，

洪水制御，灌漑，水力発電，水産，農業，林業，観

光，環境保全，人材育成を含むメコン河流域の社会

環境と調和のとれた主要な開発事業のリスト，特に

国境をまたがる事業や関係国の共同事業リストを作

成し援助要請をはかる事を目的としている．流域開

発計画は，マスタープランではなく，多方面のバラ

バラな国家計画をつなぐ方法であり，それら個別計

画のなかで，最も流域に恩恵をもたらすものを特定

し，開発の結果生じると予測される変化を流域モデ

ルで検証しながら，官民及び市民社会の参加を得て，

決めていこうとするもので，計画策定の道筋・方法

を作ること自体も主たる目的である．準備期間が長

かったが，２００２年に新チーム結成．おおむね２０年後

を目標に，第１期３カ年で進めている．現在，流域

国と協働して，流域界と行政界に基づいてメコン河

下流域を１０分割したそれぞれの小流域での調査と，

流域全体の開発シナリオ作成の両面から進めている．

このプロセスを通じ，地方政府，資源利用者，他の

地域グループの視点や意見を探りつつ，草の根レベ

ルでの理解に基づいた流域戦略とプロジェクトを立

案予定である．以前にも，���������	
�����
���（総

合開発計画：１９７０），���������	��
���������	����	

（改訂総合開発計画：１９８７）と，メコン本川支川の水

力発電・灌漑・洪水防御を目的とした大ダム群の建

設を核とした計画が立てられた．今回は，計画作成

の進め方から，住民参加，環境配慮等，違った観点

が求められている．

★水利用計画（WUP : Water Utilization Programme）

　水利紛争を防止するため，水利用にかかる規則の

作成及び紛争の調停がその目的であり，３つのワー

キンググループ（��）が設けられていて，���で

は，流域モデル及び知識データベース（���：意志

決定支援ソフト）の作成をイギリスのコンサルタン

ト�������に委託し進めている．これが���のた

めの水文水理現象再現モデルとなる．モデルは３つ

の部分から成り，水文モデルは����（���������	�


���������������	

�），流域シミュレーションには

����（����������	
�������
�����	�����），動的な

水理現象モデルには����（略語でなく「水の神様」

の意）を使っている．流域をカンボジアのクラチエ

を境に集水域で海の影響を受けない上流域と，氾濫

域で最下流では海の影響を受ける下流域に分けて考

えている．知識データベースには，水文，地形情報

を始めとして，政策決定評価，計画決定評価を支援

するためのデータが集められている．���では，

河川の生態系を考えメコン河の望ましい流況を設定

するための環境流量の検討．���では，���，�を
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基にルールの策定がすすめられている．例えば，

２００３年６月に，流量データの中央値と平均値が生じ

る日を基に，６月６日から１１月４日を雨期，１１月５

日から翌年の６月５日を乾期とする提言を行った．

���は，世銀が中心になって資金提供しているが，

����（水文モニタリング及び規則の作成支援），

フィンランド（トンレサップ湖のモデル）が参加し

ている．����調査団はドップラー流速計（����）

を用いてプノンペン周辺メコン河の流量調査を行い

水位流量曲線（��）の検証，トンレサップ湖への

逆流，干満の影響などの検討を行った．２００４年末に

は，４ヵ国は，「暫定的な通報，事前協議，協定の

ための手続き」最終版作成をメコン河委員会事務局

に期待している．

★環境計画（EP : Environment Programme）

　流域の環境及び生態系保護のため，諸規則の取り

決めを目的として，様々な分野を援助機関の支援を

受け進めている．「水質と土砂輸送分野」では，水質

モニタリング網の整備は１９８５年から始まり，現在は

カンボジア１１ヶ所，ラオス１７ヶ所，タイ１８ヶ所，

ベトナム５３ヶ所の合計９９ヶ所で基本的に月一回観

測をおこなっている（ベトナムの４４ヶ所については，

朔望の月２回）．維持管理は各国に任されており，

メコン河委員会は予算補助及び技術協力を行ってい

る．近年，実地観測を含む第一次全流域水質調査が

なされ，国境をまたがる水質問題の検証に使えるよ

うになど，モニタリング網の再検討を行っている．

また，土砂輸送の検討を継続することにしている．

「人々と水環境分野」では，湿地の分類と目録づくり

を行っている．流量管理の検討は，���と共同で

行う．また，生態系の健康度をモニタリングする方

法を検討している．「総合環境アナリシスと生態系

モデリング分野」では，メコン河流域の環境状況を

総括するレポートを作成（２００３年上半期）．「環境決

定支援分野」では，国境を越えた環境影響調査を

行った．戦略的な環境アセスメントを２００２年６月に

とりまとめた．ビエンチャンとノンカイ，プノンペ

ンに焦点を絞って国境を跨る生態環境リスクアナリ

シスを２００３年７月開始．「人材開発分野」では，河川

情報の������を２００３年３月発刊．「情報発信分

野」では，２００３年中にホームページの環境情報を地

理情報と組み合わせ充実する予定である．「支援研

究分野」では，種の保存のための現地調査を行って

いる．

★洪水対策（FMMP : Flood Management and Miti-

gation Programme）

　２０００年洪水後，理事会より事務局への洪水対策取

り組み要請を受け，洪水対策戦略をとりまとめ２００１

年１０月の理事会で承認された．メコンデルタの洪水

は毎年のことであるし，一方では漁業資源を始めと

する貴重な自然資源の恵みであり，乾季には貴重な

水資源になっている．また浸水地もおおよそ予想で

きる．しかしながら，近年はその規模，特に継続時

間が長くなってきているとの指摘があり，カンボジ

ア民衆はベトナムが国境に堤防を築いているという

根強い不信を持っている．国境をまたがる河川のこ

と，上下流の開発に疑心暗鬼になった関係国の調停

が必要である．そしてなによりもこの地域の今後の

発展に対して毎年の洪水は大きな阻害要因となって

いる．昨年２００２年は洪水対策戦略を受けてその実施

計画を詰めてきた．２００２年１１月，その内容が固まり

理事会で承認された．①流域洪水管理軽減センター

の設立，②土木構造物対策の評価と建物などの防水

対策，③国境をまたがる洪水問題の調停，④緊急洪

水対策の強化，⑤地利用管理計画，の５つの分野

（２００３年８月にいままでの６分野を５分野に整理統

合）よりなり，ドナーの援助を得ながら２００３年から

２００８年の６年間にかけて実施するとしている．自ら

ハード事業を実施することを前提にしていないもの

の，包括的なものである．総事業費は��������		�
��

���（２００３年７月現在）でその内ドナーに期待して

いるのが���������		�
����である．その他はメコ

ン河委員会の加盟４カ国が負担する．日本政府は①

の流域洪水管理軽減センターの建物の支援に対して

関心を示している．また，そのセンター協力の一部，

カンボジアとラオスに対する地域洪水警報の調査に

対して，�����が１．５百万ドルをメコン河委員会に

援助する調印式が２００２年１２月１３日に行われた．アメ

リカは１９７５年に支援中止するまで最大の援助国で

あったが，今回の支援はそれ以来のことである．そ

の他，①については，デンマークの������，オ

ランダから，②については，���から，③について

はオランダから，④・⑤についてはドイツの���

から支援が得られる予定で詳細を詰めている．２００２

年４月には小川郷太郎在カンボジア日本国大使はじ

め関係多数の参加のもとに第一回洪水対策年次会合

を開催し，昨年の経験今年の備えを議論した．この

会議はドナーの資金協力を得ながら，毎年開催され

る予定である．

★水産プログラム（FP : Fisheries Programme）
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　メコン河の豊富な水産資源の生産性とその収益を

将来に保ち続けるための調査研究プログラムである．

プログラムは漁獲の方法，漁業関係者の訓練，メコ

ン河の貴重な魚種の育成，４ヵ国の政策決定者や計

画者への情報提供を目的としている．２００２年にデン

マークの������の予算縮小に伴うプログラムの

見直しを行い，現在はコア事業を支援する事をより

鮮明にしており，メコン河の水利用のための規則を

作り実行していくためのデータの提供．流域開発計

画作成のために技術的，社会経済的なデータの提供．

環境管理システムを開発するために魚に関した影響

評価のためのデータの提供．メコン河委員会内での

魚に関する計画や管理のための能力開発の支援．と

している．現在までに魚の移動や種に関するデータ

ベースの������や各種の出版物の作成，洪水位

と魚生産の関係，違った湿地のタイプにおける魚生

産調査についての調査，４ヵ国の漁業関係者との情

報ネットワークの構築，年３回機関紙「����������

�������」を発行等々多彩な活動を行っている．２００３

年２月には，プノンペンにおいて世界の大河川の魚

からみた河川管理と開発について国際会議を開催し，

時を合わせて準備していた水産研究所をカンボジア

政府に譲渡した．

★舟運プログラム（NP : Navigation Programme）

　９５年協定第９条（参照－２）には，メコン河本川

での自由航行を確保しようとする規定があり，メコ

ン河委員会ではメコン河における自由航行・環境を

維持し，保全しながら，持続継続可能で効率的かつ

安全な水上交通の発展のための協調および協力のあ

り方や，メコン河委員会の参加４ヵ国の相互利益を

生む国際貿易の機会の創出，といったテーマに取り

組んでいる．１９９４年に舟運の戦略ペーパーが作られ

たが，今回は２００２年８月に新舟運戦略の準備が始め

られ２００３年６月の合同委員会で決定された．舟運戦

略は，内陸水面交通および海の交通について法律制

度，組織，構造物，環境，社会経済の整備を計るこ

とを謳っている．現在，①社会経済分析・具体プロ

ジェクト，②国境を越えた法律の枠組み，③安全と

環境，④情報・協力・調停，⑤組織強化，からなる

実施計画策定を行っている．例えば，メコン河を利

用する際，カンボジアとベトナムの越境手続きの簡

略化の調停を行い，プノンペン，カントウ，ホーチ

ミンの三都市の連携を密に共栄をはかることは，期

待される成果の一つである．これにより，１９９５年に

日本の無償援助，世銀の支援で改修されたプノンペ

ン港が，さらに活性化されよう．カンボジアの国道

１号線ネアックルンのメコン河の渡し地点に新たに

日本の無償援助の橋が計画されている．ベトナムが

オーストラリアの援助でメコン河にミトワン橋

（２０００年完成）をかけた際，１万トン級の船が通れる

高さ３７．５�をカンボジア側からの要請でとらせた経

緯もあり，同じ規模の橋を架けることが期待されて

いるが，無償援助の予算規模との整合が課題と聞く．

また，この渡し場は両岸とも商店・物売り等で連日

賑わっており，彼らの生活のすべを見つける努力も

必要であろう．

★農業・灌漑・森林プログラム（AIFP : Agriculture, 

Irrigation and Forestry Programme）

　２０００年１０月の理事会で，①流域的視点からの農業

用水の効率的使用，②森林保全を含む流域管理を中

心とした活動計画が承認された．①では，日本の資

金拠出で灌漑台帳整備や土壌分布図，湛水区域分布

図作成を行ってきており，２００２年から水田の多面的

機能の検討を進めている．これらを通じメコン河流

域の農業の主力を占める水田農業の水利用実態，流

域水循環の知見が得られ，新たな水需要を伴う農業

開発事業計画時の調整が容易になる．②では，ドイ

ツ等の支援で衛星写真を基に森林植生図作成，傾斜

等の土地分類調査，国境をまたがるモデル流域での

住民による流域管理計画策定等を行ってきた．人口

増加率の高いメコン流域では，食料自給・貧困解消

のため，将来的にも高い開発圧力が予想され，田畑

の効率的水利用法の提案や森林地域の民生向上と森

林保全のための流域管理の実証は，メコン河流域の

持続的開発に重要な検討素材を提供する．

　２００３年７月２８日付けバンコクポストでは，タイの

タクシン首相が１９９７年の経済危機で立ち消えになっ

たメコン河からの導水事業と同様な灌漑の事業を

語っている．今回は洪水期の水を年中使うにはどう

するかと云った論調になっている．近年，ラオス政

府は，燃料や輸出のための森林伐採に危機感を強く

しており，国内消費エネルギーあるいは外貨獲得手

段として電力にますます期待している．さりながら，

水力発電をめぐる環境は厳しい．

★水資源（水力発電）（WRP : Water Resources Pro-

gramme）

　２００１年１１月，世界ダム委員会（����������	���
�

���������������）は最終報告書「ダムと開発：意

思決定のための新しい枠組み」を発行した．大ダム

の代替評価，水資源とエネルギー開発の計画策定や
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事業サイクルに関して根本的見直しの必要性を強調

した．メコン河委員会ではこうした議論の背景の中，

２００１年１０月，電力需要量の管理，民間資金・活動の

導入，多様な発電方式の検討などを骨子とする「水

力発電開発戦略文書：��������	
	��������	
�

�����������	
」をまとめ，２００３年１月には「メコン

流域の電力市場」と銘打ったワークショップを

���（世界野生生物基金）と共催し，自然保護団

体と，沿岸国（���加盟の４ヵ国）の電力開発関

係者双方及び世銀・���等の参加の下に開催した．

沿岸国は豊かな国とは違いこれからも電力開発が必

要であるという声，地方住民の生活を守りメコン河

の自然を保全していくことは何にもまして大切であ

るとの声，様々な意見があった．世銀は２００３年２月

２８日，「新たな水資源戦略」を公表，社会及び環境

面で責任を果たしながら成長を普及させ，貧困を削

減する手段としての水資源の有効利用を強調した．

今後，メコン河流域の水力開発及び代替案をどうし

ていくのがよいのか．流域開発計画，水利用計画，

環境計画事業等との共同作業を通じて模索を続けて

いる．

★水文プログラム（HP : Hydrology Programme）

　メコン河下流域の水文気象ネットワークは１９００年

代初頭から舟運のため本川沿いのいくつかの重要な

地点で整備されてきた．組織的に整備され出したの

は１９６０年代に入ってからであり，水質観測と同様，

基本的に流域諸国が測定・管理を行っている．１９６０

年には３７の水位観測所と２８の雨量観測所であったが，

現在，４３２の水位観測所（タイ１８０，ラオス１３８，カン

ボジア６３，ベトナム５１），１４６の気象観測所，５６９の

雨量観測所がある．水位観測所は多くのものが流量

観測所もかねている．データはカンボジアの１９７０～

８０年代の空白を除いて充実している．水文年表が出

版されており，近く������を一般販売する予定

である．オーストラリアの援助も受けて２００３年から

はリアルタイムで１８観測所の水位データが取り込め

るようになった．そこには前述の中国からの２つの

水位データも含まれる．����と平行して洪水予

報のプログラム整備を行っており，渇水期も含め年

間通じて水位予測がメコン河委員会のホームページ

で見られる．カンボジアのメコンデルタ氾濫原の実

地観測もなされた．日本の大学，土木研究所，農業

工学研究所との水文モデル作成の共同研究事業も進

めている．

★人材開発プログラム（CBP : Capacity-Building 

Programme）

　����の支援を受け，メコン河委員会に働く者に

語学，管理など様々な訓練を行ってきた．現在加盟

４ヵ国及びデンマークから研修生を受け入れており，

外務省，����，����，大学等の資金があれば日本人

研修生の受け入れも容易だと思われる．

★広報，その他

　メコン河委員会（���）のホームページは，

������������	
������	��であり，９５年協定，組

織，活動，求人，水位予報，マップ，データ等，各

種資料と入手方法を紹介しており，参照いただきた

い．学生，研究者等に一般開放しているメコン河委

員会事務局の図書館も充実している．メコン河委員

会事務局ではメコン河の百科事典ともいえる������

��������	
��の発刊を，また同事務局の���セク

ションでは衛星画像などから各種マップを作ってい

る．タイの���，コンケン大学・メコン研究所，

ホーチミンの水資源研究所，オーストラリアの

����，デンマークの���，ドイツのカールス

ルーエ大学，ミシシピー河下流保全委員会，米国工

兵隊，����，���，���，世界水会議等々，メコ

ン地域のみならず世界中の様々な取り組みと技術・

制度・知見の連携を深めている．メコン河委員会は

水資源機構と���が提唱する「アジア河川流域管理

機関ネットワーク（�����）」に参加することに

なった．�����農業研究所が主催する「水と食料」

の研究計画（チャレンジプログラム）との協力も始

まった．メコン河委員会の情報システム設計チーム

は，重複の無い総合的なデータベース，役に立つ知

識情報を生み出すモデル，技術データ・情報を共有

し交換するための仕組み，データ・情報を管理する

ための能力開発などの分野について議論を展開し，

関係国のデータの共有化，それぞれのプログラムで

生み出されるデータやモデルの共有化，一般のアク

セスなど成果をあげており，メコン河委員会は加盟

国のデータを預かり管理する方法（��������	�
��）

を明確にしながら，知識・研究・情報センターとし

て活動を広げている．

　Ⅵ．最近の動向と展望
　

　昨年２００２年１１月にメコン河委員会加盟国は，新し

い協定，「暫定的な，通報（������������），事前協議

（����������	
������），合意（���������）のための

手続き」を締結した．流域国は，隣国に影響が出る

ような河川事業に対して，通報の手続きをとり，事
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前協議・協定のためには事業着手以前に６ヶ月の期

間をとることにした．９５年から現在に至るまで，タ

イのチャオプラヤ河への導水計画，ラオスのナム

トゥン２水力発電計画，カンボジアの灌漑計画，ベ

トナムの中央高原のダム開発やメコンデルタの築堤

など１６のプロジェクトが通報されてきた．中には実

行に至っていない計画や変更になった計画も見られ

る．９５年協定では，「メコン河支川の計画は洪水期

乾期とも通報しなくてはならない」，「メコン河本川

については洪水期のメコン河流域内水利用計画は通

報しなくてはならない」，「洪水期の流域外導水計画

と乾期の流域内水利用計画は事前協議しなくてはな

らない」，「乾期の流域外導水計画は合意に至らなく

てはならない」（参照－２，表－４）．とその協議の深

さの段階を設けているが，これからも多くの開発計

画が出てくると思われる中，基準を明確にしつつ具

体にどういった協議をすすめていけばよいか．２０００

年にはセサン川，ベトナムのヤリダムの余水吐操作

が下流ベトナム国内及びカンボジアの住民に大きな

被害をもたらしたとの問題が起こり，メコン河委員

会ではカンボジア水資源気象省と協力して前述の水

文ネットワークに追加的に，下流カンボジアに３個

所水位計（他にスレポック川に一個所）を設置して

１時間ピッチで２４時間観測を始めた．最上流の観測

地点では，発電放流の影響で渇水期に現在も１日の

内に１��程度の水位振幅がある．２００１年５月には下

流カンボジアで水質調査も行い顕著な異常は見られ

ないとの結果を得ている．現在，両国の国内メコン

委員会が中心になり流量変更の事前通報，変動速度

制御などについて話し合いの場を継続して設けてい

る．

　４ヵ国の水関係法の状況は，カンボジアの水資源

法（����������	
��	��
�	�������	�	��）は２００２

年国会審議され成立は未確認であるが，ドラフトの

同法には住民参加や国際協力の条文がある．ラオス

の水資源法（�����������	
�������������������）は

１９９６年に成立し，住民への告知・希望聴取などの形

で住民参加が，そして国際協調が述べてある．タイ

では総括的な水資源法（���������	
��������）を創

るべく，ドラフトがここ１０年来，幾度も書き直され

たが，住民の水利権に対する拒否反応などから成立

にいたっていない．２００２年のドラフトでは住民公聴

会の条文があるが，国際協力の条文はない．水資源

法より先に河川流域毎の流域委員会が立ち上がりつ

つある．ベトナムの水資源法（���������	�
�������

������）は１９９９年１月に成立し，国際協力の条文が

あるが住民参加の条文がない．同法ではメコンデル

タを含む３つの河川流域委員会の設立が述べられ，

組織整備が行われつつある．一方，環境アセスメン

ト（���）については，カンボジアでは１９９９年，ラ
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オスでは２０００年に，環境アセスメント法が成立して

いる．タイでは１９９２年，ベトナムでは１９９４年の環境

保護法に環境アセスメントが書かれている．ベトナ

ムは従来，科学技術環境省（�����）の下部組織，

国家環境局（���）が環境アセスを担当していたが，

２００２年８月に，環境及び天然資源の国家的管理を強

化するため天然資源環境省（�����）を設立した．

�����の中に環境アセスメント審査部がある．い

ずれの国も，事業実施の部門や自治体などが責任を

持ってアセスメントを実行するのか等，克服すべき

課題を多く抱えている．こいった状況の中，メコン

河委員会では，国境を越えた環境影響調査や戦略的

環境アセスメントを２００２年６月にまとめたが，９５年

協定との整合の下で４ヵ国合意を得，実行を持たせ

ていくのは困難な道筋である．明確な各国の法律・

制度比較を加盟国から拒否されたこともある．

　９５年協定に，特にカンボジア，ラオスは諸外国か

らの援助の枠組みとしての意義を期待した．しかし

現在，２国間ベースで����の活動，���の���の

活動，地道な���の活動などが目に見える成果を

上げつつある中，メコン河委員会の活動に疑問を投

げかける声も聞かれる．旧メコン委員会のようには

メコン河委員会はもはや唯一の水資源に関する地域

機関とは云えまい．世銀の���，���の���と

いった各種の地域協力，����，���，�����，メ

コンウオッチ，などの機関・���．������，���，

����，������などの援助機関等，様々な団体もメ

コン河の保全と流域に住む人々の生活向上の為に流

域国政府・住民に直接的な働きかけを行っている．

メコン河委員会の枠外では，ランツアン河の水力発

電開発を前提に，１９９８年，中国からタイに２０１７年ま

でに３，０００��の電力を送る政府間協定が締結され

た．１９９９年には中国とラオスの電力会社が中国から

ラオスへの送電線事業が調印されている．同年，中

国の投資家とタイ企業���がジンホン水力発電所

の共同出資に調印し，中国・タイの共同建設が提案

されている．また，ラオス・タイ・中国・ミャンマー

のメコン河上流国で２０００年４月「ランツアン・メコ

ン河の商業航行についての４ヵ国協定」が結ばれ，

雲南省とラオスのボケオ県間のメコン河航行を改善

し，貿易や観光などの交流を推進することになった．

中国は乾期でもメコン河を３００～５００トン級の大型船

が航行できるよう段階的開発を提言，上流で早瀬・

岩場の開削が進すめられている．地元の漁師や環境

保護団体，タイのマスコミは，「事前の環境影響評

価が不十分であり，地域住民の声を反映させていな

い」，「魚の生息地である早瀬の爆破開削はメコン河

の生態系に悪影響を及ぼす」と強い反対を表明して

いる．メコン河委員会もラオス政府から環境調査を

要請され確認と調査を行い，「２００２年７月６ヵ国が

集まり確認したところ３段階の事業のうち第１段階

（１００～１５０トン級）しか現在のところは行わない．ま

たそのための事業では顕著な環境影響が見られな

い」としたところであるが，舟運プログラムの環境

調査の中でも明確な基準作りを行うとしており，今

後も動勢を見守る必要がある．９５年協定で使われる

「流域」は，メコン河の下流域（ラオス，タイ，カ

ンボジア，ベトナム）のみをさしておらず，常に上

流の中国・ミャンマーの参加を視野に入れている．

近年，６ヵ国で連絡会議を持つようになり，また，

合同委員会には常に中国・ミャンマーのオブザー

バー参加を求め，両国の出席率も高い．さらには，

建設当時から反対の声が大きく，地元の漁民・農民

を初めとする多くの人たちの要請で２００３年から洪水

期（７月～１０月の４ヶ月間）にゲートを開けること

になった，世銀融資により１９９４年に完成したタイの

灌漑・発電目的（１３６��）のパクムンダムや，フラ

ンス企業（������������	��
�����）が２００３年７月１７日

に撤退発表するなど混迷しているラオスのナムトゥ

ン２水力発電事業は，それぞれ支川の事業であり，

今のところ各国が判断することなっているが，メコ

ン河全体のことを素直に考えれば，地域協力の中で

の位置づけが欠かせないと思われる．

　このような中，メコン河委員会は今後どのような

役割を果たしていけるのか．９５年協定だけでは十分

でないことも明らかであり，依然として常に緊張関

係をはらみ国民への対し方も異なる加盟国政府のそ

れぞれの主張を尊重しつつ，さらなる協力に対する

道を探り，中国・ミャンマーとの関係を強化すると

ともに，様々な団体・住民参加の理念を実施に移し，

どのように流域に住む人々の開発と環境保全の調和

の総意を引き出し，結論を得ていくかは非常に困難

な課題である．そのためには，メコン河委員会加盟

国の政治的意志，加盟国・ドナーの資金，関係機関

の協力が欠かせない．あわせて，加盟国が情報と将

来像の共有化をはかり，上流国，国際機関，ドナー，

���，地域住民など，多くの参加・協力を得て，メ

コン河委員会の事業を的確に推進すること，そして

地域協力のあり方について青写真を描きつづけるこ

とが必要で，そのための努力を続けている．
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　Ⅶ．おわりに
　

　本稿をまとめるに際し，メコン河委員会の技術支

援部長ソクヘム氏には９５年協定をめぐる協議経緯，

広報担当デリア氏には一連の広報資料，同僚のメコ

ン河委員会派遣����専門家，内海晋氏（農林水産省

より農業プログラム）と鷲沢毅氏（������より水力

発電プログラム）には貴重な助言・情報提供と議論

の機会をいただいた．また，著者が２年近く働く流

域開発計画（���）作成チームとの日々の議論に寄

るところが大きい．ここに厚くお礼申しあげたい．

さりながら，本文はあくまでも著者個人の見解であ

り，またいかなる組織を代表するものでもない．日

本語で書かれた文献としては，メコン河「開発と環

境」堀博著（古今書院）をお勧めする．長くメコン

委員会に係わってこられた堀氏渾身の書で情報が満

載されており，英訳本も国連大学から出版されてい

る．カンボジア第３回国政選挙が７月２７日に行われ，

フンセン首相率いる人民党が半数近い票を集め１２３

議席の内，７３議席を占めた．心配された騒動も少な

く，平穏な日々がすぎていくプノンペンにて．

（２００３年８月１９日初稿，１０月２５日）事務局移転を受け

てであろう，このところカンボジア人スタッフが去

りラオス人スタッフが増えている．新事務局長は

２００４年６月の事務局移転後に赴任予定と聞いた．
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（国連環境計画）
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青山利勝（１９９５）：ラオス「インドシナ緩衝国家の肖

像」中公新書．

石井米雄・桜井由躬雄（１９９９）：東南アジア史Ｉ大陸

部，山川出版会．

梅棹忠夫（１９７９）：東南アジア紀行，中公文庫．

末廣　昭（１９９３）：タイ「開発と民主主義」，岩波新書．

松岡　完（２００１）：ベトナム戦争，中公新書．

松本　悟（１９９７）：メコン河開発，築地書館．

堀　博（１９９６）：メコン河「開発と環境」古今書院．

Ｄ．ハルバースタム（浅野輔訳）（１９７６）：ベスト＆ブ

ライテスト，サイマル出版会．

Ｊ．デルヴェール（石澤良昭監修，及川浩吉訳）

（２００２）：カンボジアの農民，風響社．

チャン・チャンダ（友田　錫・滝上広水訳）（１９９９）：

ブラザー・エネシー，�めこん．

リスベス・スルイター（柿崎一郎・高橋宏明・中野亜

里訳）（１９９９）：母なるメコン，�めこん．

�国際建設技術協会・トンレサップ湖総合学術調査

提言委員会（２００２）：トンレサップ湖総合学術調査

に向けて（現地調査報告）．

�土木学会水理委員会（２００１）：メコン河洪水氾濫調

査２０００年１１月．

（受付：２００３年９月１２日，受理：２００３年１２月１６日）　
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 １９８　解　説 �����������	��
�����������������������������	���
（����）

参照－１　インドシナ・タイの歴史

１９４５年９月２日ベトナム民主共和国独立宣言（北ベトナム）
１９５３年１０月２２日ラオス独立
１９５３年１１月９日カンボジア独立
１９５４年５月７日ディエンビエンフー陥落
１９５４年７月２１日ジュネーブ協定調印（第１次インドシナ戦争終結）
１９５５年２月１９日東南アジア条約機構（�����）発足
１９５５年１０月２６日ベトナム共和国成立（南ベトナム）
１９５０年代末～１９６０年代初め．ラオス内戦

旧メコン委員会（１９５７年）が発足
１９６２年１月１２日米軍枯れ葉剤散布開始
１９６４年８月２日トンキン湾事件発生
１９６５年３月７日米海兵隊３５００人がダナンに上陸
１９６７年８月８日東南アジア諸国連合（�����）結成
１９６９年６月８日南ベトナム共和国臨時革命政府樹立
１９７３年１月２７日パリ協定調印
１９７３年３月２９日米軍ベトナム完全撤退
１９７５年４月１７日クメールルージュのプノンペン入城
１９７５年４月３０日サイゴン陥落（解放）
１９７５年１２月ラオス人民共和国成立
１９７６年７月２日ベトナム社会主義共和国成立
１９７７年９月２０日ベトナム，国連に加盟

暫定メコン委員会（１９７８年）が発足
１９７８年１２月２５日ベトナム軍がカンボジアに侵攻（第３次インドシナ戦争勃発）
１９７９年１月７日ベトナム軍プノンペン制圧
１９７９年２月１７日中国軍，ベトナムに侵攻
１９８６年１２月１５日ベトナム，ドイモイ（刷新）政策を宣言
１９８７年１２月ラオスとタイの国境紛争（軍事衝突）
１９８８年１２月１日タイ首相の対インドネシア政策変更（戦場から市場へ）
１９８９年１月１１日タイ・ベトナム共同声明
１９８９年９月２６日ベトナム軍のカンボジア撤退完了
１９９１年１０月２３日カンボジア和平パリ協定調印
１９９１年１１月５日ベトナムと中国，国交正常化
１９９２年２月ラオス・タイ友好協力条約締結
１９９２年３月国連カンボジア暫定統治機構（�����）発足
１９９２年���が大メコン圏経済協力構想（���）を提唱
１９９３年５月カンボジア第一回総選挙実施
１９９４年４月ラオス・タイ友好橋の開通

メコン河委員会（１９９５年４月５日）が発足
１９９５年７月１１日米とベトナムの国交正常化
１９９７年７月タイ通貨危機
１９９５年７月２８日ベトナムの�����加盟
１９９９年４月３０日カンボジアの�����加盟（�����１０成立）
２００２年１０月タイ中央省庁再編（１府１３省を１府１９省に）
２００２年�����会議プノンペンで開催
２００３年１月２９日在カンボジアのタイ大使館が暴徒により焼かれる
２００３年６月�����外相会議プノンペンで開催
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参照－２　９５年協定より抜粋

第２条：プロジェクト，プログラム及び計画

　全ての沿岸国の潜在する持続可能な利益の開発と

メコン水系の水の浪費防止を促進，支援，協力，調

整する．それは共同及び・或いは流域全体にまたが

る開発計画・流域プログラムを強調，優先する流域

開発計画の作成を通じて成される．また流域開発計

画は，援助の可能性を探りかつ流域レベルで実施す

るためのプロジェクト・プログラムを発掘し分類し

かつ優先順位を付すために使用される．

第５条：合理的かつ公平な利用

　参加国は，全ての関連要因・状況，第２６条の下に

規定されている水利用及び変更に関する規則並びに

下記Ａ及びＢの規定に従って，各参加国の領土内に

おいて合理的且つ公平な方法でメコン水系の水を利

用することに合意する．

�トンレサップ湖を含むメコン河の支流については，

流域内の利用及び流域変更は，合同委員会への通

報が必要である．

�メコン本流については，次の通り，

１）雨期

　ａ）流域内利用は，合同委員会への通報が必要で

ある．

　ｂ）流域変更は，合同委員会による合意達成を目

的とした事前協議が必要である．

２）乾期

　ａ）流域内利用は，合同委員会による合意達成を

目的とした事前協議が必要である．

　ｂ）あらゆる流域変更プロジェクトは，実施に先

だって個別プロジェクト毎に特別な取り決めに

よる合同委員会の合意がなされるべきである．

しかしながら，乾期において全ての関係国の使

用予定量を超える余剰水があり，合同委員会に

よりそれが証明され全会一致で確認されるので

あれば，流域変更は事前協議による．

第６条：本流における水量の維持

　歴史的に厳しい干害及び・もしくは水害を除き，

水路変更，貯水，放流あるいは恒久的性格を有する

その他の行為から本流の水量を維持するために協力

する．

�乾期における毎月の許容可能な自然最低流量

（������������	��
���

�
����	�������������）よ

り少なくならないこと．

�雨期におけるトンレサップ湖の許容可能な自然逆

流（������������	��
�����	���������	����������

��������	）を可能にすること．及び

�洪水期に平均的に発生するよりも多量な一日の平

均的最大流量（�����������	
������	���）を防止

すること．

　合同委員会は位置及び水量の大きさのためのガイ

ドラインを作りモニタリングを行い，第２６条に規定

されているそれらの維持の為に必要な行為を取る．

第７条：悪影響の防止及び中止

　環境，特に河川水系の水量，水質，水生条件，河

川水系の生態系バランスに及ぼすメコン河水系の水

資源の開発と利用から生じうる悪影響を回避，最小

化，減少させるためのあらゆる努力をする．一国又

は複数の国がメコン河の水の利用及び・又は放流に

より他の一ヵ国又は複数の流域国に大きな損害を与

えているとの適当且つ有効な証拠を通告された場合

は，その国は第８条に基づいて損害の原因が明らか

になるまで損害の原因として主張されている行為を

直ちに中止しなければならない．

第９条：航行の自由

　権利の平等の原則に経って，地域協力を推進し本

協定の下でプロジェクトを十分に実施するための輸

送や通信のために，領土的境界に係わらず，航行の

自由がメコン河本流の全域で与えられる．メコン河

は，直接的であれ間接的であれ航行を妨げること及

びこの自由航行の権利に干渉したりそれを恒久的に

より困難にする障害，方策，行為及び行動から自由

でなくてはならない．航行のための利用は，その他

の利用より優先度が高いとの保障は受けないものの

全ての本流のプロジェクトに包摂される．沿岸国は，

自国領土内のメコン河の部分に係る規則，特に衛生，

関税，入管，警察及び一般治安分野の規則を制定し

うる．

第２６条：水利用及び流域変更の規則

　合同委員会は，理事会の承認を得る為に，第５条

及び第６条に沿って特に水利用及び流域変更の規則

を準備し提案するが，右は下記の諸点を含むがそれ

に限定されるものではない．

１）雨期と乾期のタームフレーム

２）水力発電施設の位置の選定及び各場所における

必要な水量の大きさの決定，維持

３）本流における乾期の余剰水量を設定するための

基準設定

４）流域内利用をモニターするための仕組みの改善

５）流域変更をモニターするための仕組みの設定

（出典：「開発と環境」堀博著，一部変更）　


